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令和４年石巻市議会第４回定例会提出議案について  

＜市長コメント＞  

 

第４回定例会提出議案の主な内容について御説明いたします。 

初めに、条例議案の主な項目として、「石巻市個人情報の保

護に関する法律施行
し こ う

条例」について、御説明いたします。  

令和３年５月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律」が公布され、これまで独自の個人情報保

護条例を制定していた地方自治体に、「個人情報の保護に関す

る法律」が全国共通ルールとして令和５年４月から一律に適用

されることから、現行の「石巻市個人情報保護条例」を廃止す

るとともに、法で委任された事項及び条例で定めることが認め

られた事項を規定するため、本条例を制定するものです。  

 

次に、「石巻市学びサポートセンター条例」について、御説明

いたします。  

増加する本市の不登校児童生徒に対する支援体制の強化を図

るため、これまで通所による支援を行ってきた「適応指導教室」

と、学校や家庭へ訪問型支援を行ってきた「子どものサポート

ハウス」を統合するほか、新たに相談支援の役割を加えた教育
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支援センター「石巻市学びサポートセンター」を設置するため、

「石巻市適応指導教室条例」の全部を改正するものです。  

 

次に、「石巻市職員の定年等に関する条例等の一部を改正す

る等の条例」について、御説明いたします。  

令和５年４月施行の「地方公務員法の一部を改正する法律」

に基づき、職員の定年年齢を６５歳まで引き上げるなど、職員

の能力と意欲のある高齢期の職員を最大限に活用しつつ、次の

世代にその知識、技術、経験等を継承し、組織全体としての活

力を維持することとし、「石巻市職員の定年等に関する条例」

など、関係条例を改廃するものです。  

 

その他、条例議案といたしましては、「石巻市情報公開・個人

情報保護審査会条例」、「石巻市保育所条例の一部を改正する

条例」、「石巻市かわまち交流拠点条例の一部を改正する条例」

の計６件でございます。  

 

次に、１２月補正予算の主な項目につきまして、御説明申し

上げます。  

今回の補正予算は、高圧電力を利用する事業者への電力料金
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の高騰対策及び医療機関等への物価高騰対策の支援に要する経

費のほか、「がんばる石巻応援寄附金」の寄附額増加に伴い必

要となる返礼品等の経費などを措置したものでございます。  

 

その他、条例外議案といたしまして、「指定管理者の指定に

ついて」、「工事委託に関する年度協定の一部を変更する協定

の締結について」、「工事請負の契約締結について」など計  

１０件でございます。  

 

以上が、第４回定例会に提案いたします主な内容であります。 


